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日本レコード協会規格 

RIS 202–2021 

アナログディスクレコードの表示事項及び表示方法 

 

1. 適用範囲 この規格は，一般市販用のアナログディスクレコード（以下，アナログディスク

と略称する。）の表示事項及び表示方法について規定する。 

 

2. 引用規格 この規格の引用規格を，次に示す。引用規格は，その最新版を適用する。 

  IEC 60098  アナログディスクレコード及び再生装置 

  JIS X 0507  バーコードシンボル-EAN/UPC-基本仕様 

  RIS   201  ディスクレコード用ジャケット及び附属品 

  RIS   502  レコード商品番号体系 

  容器包装識別表示ガイドライン 

  

3.  表示事項及び内容 アナログディスクに表示されるべき基本的な項目及びその内容は，次に

よる。 

1) レーベルマーク 当該アナログディスクを発売するレコード会社が所有・管理する商標，原

盤契約などに基づき使用する商標・マークなどの総称。 

2) 収録内容 アルバムタイトル，トラックタイトル，作者名（作詞者名，作曲者名など），実

演家名（歌手，演奏者，指揮者など）など，アナログディスクに収録されている作品の内容

に関する情報の総称。 

3) トラックナンバ（TNO） 当該アナログディスクの収録トラックを識別するための番号。 

4) 録音方式又はその略号 当該アナログディスクに用いられた音源の録音方式名又はその略号。 

5) 回転数 当該アナログディスクを再生するときのプレーヤの回転数を指示するもの。 

6) Ａ・Ｂ面表示 当該アナログディスクのＡ・Ｂ面の別を区別するためのもの。 

7) 録音使用許諾表示 当該アナログディスクに収録された音楽著作物は，権利者の許諾を得た

ものであることを明示するもの。 

8) ○Ｐ ／○Ｃ 表示 ○Ｐ (1)表示は，当該アナログディスクに関するレコード製作者の権利について，

実演家等保護条約(2) 及びレコード保護条約(3) の規定に基づく条約上の保護を受けるための

必要要件。また，○Ｃ (4) 表示は，当該アナログディスク及び歌詞カードなどに関する著作権

について，万国著作権条約の規定に基づく条約上の保護を受けるための要件。 

  注(1)  Phonogram の略称。 

   (2)  実演家，レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約 

   (3)  許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約 

(4)  Copyright の略称。 

9) 発売年月日 当該アナログディスクの新譜発売年月日（定期発売日又は臨時発売日）。 
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10) ○Ｌ ／○Ｙ 表示 当該アナログディスクが邦盤であるか,洋盤であるかを識別する記号。 

“邦盤”と“洋盤”の区分は，音楽の邦楽・洋楽とは関係なく，収録されている作品の音源

が国内原盤のときは“邦盤”，外国原盤のときは“洋盤”とする。 

11) 貸与許諾禁止表示 当該アナログディスクを発売するレコード会社が貸与権に基づき，貸与

許諾を禁止している商品の場合，その旨を明示するもの。（アナログディスクなどの商業用

レコードは，最初に発売されてから 1 年間は貸与権（許諾権）により保護され，1 年経過後

は，全収録原盤の保護期間が満了するまでの間，報酬請求権の対象として保護される） 

12) 無断賃貸・複製・送信可能化禁止表示 レコード会社及び関係権利者の権利擁護のため，貸

与権，複製権及び送信可能化権に基づき，違法な賃貸・複製・送信可能化行為を禁止する表

示。 

13) 原産国表示 当該アナログディスクを製造した国名の表示。景品表示法に基づく商品の原産

国に関する不当な表示（告示）及び運用基準による。 

14) 商品番号 RIS 502 に基づく商品分類用の記号・番号（日用品番）。 

15) JAN コード JAN (Japanese Article Number)コード体系に基づく POS システム用バーコード。 

16) 価  格 当該アナログディスクを発売するレコード会社が表示する小売価格。 

17) 再販価格適用期限 時限再販制度に基づく再販価格の適用期限（年月日）を示す表示。 

18) 発売会社名又はその略号 当該アナログディスクを発売するレコード会社の社名又はその略

号。 

19) 製造会社名又はその略号 当該アナログディスクを製造した会社の社名又はその略号。 

20) 注意事項 消費者の不用意な取扱や保管による事故を防止するための表示事項。“取扱及び

保管上の注意事項”と“再生上の注意事項”とがある。 

21) 録音関係事項 消費者の誤解・誤認を防止するために表示する録音に関する表示事項。 

22) 容器包装識別表示 外装フィルム等の再商品化義務のある容器包装を識別する表示。 

 

4. 表示の方法 表示の方法は，原則として次のとおりとする。 

1) レーベルマーク レーベルマークの表示は，それぞれの社内規定或いは関係権利者との契約

などに準拠して，適切に行うものとする。 

2) 収録内容 アルバムタイトル，トラックタイトル，作者名（作詞者名，作曲者名など），実

演家名（歌手，演奏者，指揮者など）などを，できるだけ具体的，かつ，詳細に表示するも

のとする。 

一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）及び株式会社 NexTone 等の著作権管理事

業者との録音許諾契約に定めがある場合は，その定めによるものとする。 

なお，レーベル面に詳細な表示が困難なときは，ジャケット，歌詞カードなどに適切に表

示すること。 

3) トラックナンバ（TNO） 可能な場合は，収録トラックの順序に従って，各トラックごとに

その収録作品名と一体で表示すること。なお，ディスクが 2 枚以上にわたる“組物”の場合

には，各ディスクごとに 1 番から付番すること。収録トラックの順序に従って，各トラック

ごとにその収録作品名と一体で表示する。 
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4) 録音方式又はその略号 モノホニック録音又はステレオホニック録音の別を表示する。 

ここでいう略号とは，モノホニック録音を“モノ”又は“MONO”，ステレオホニック

録音を“ステレオ”又は“STEREO” と略称したり，若しくはIEC規格に基づく記号の表

示をいう。 

なお，１枚のディスクにモノとステレオの音源が混在しているときは両方式名を併記し，

ジャケットや歌詞カードに記載のトラックタイトル（個々の楽曲）のうち，“モノ”又は

“ステレオ”いずれか少ない方の作品に“*”などを付け，“*印はモノ（又はステレオ）で

ある”旨を記すなど表示し，かつ，個々の音源が識別できる表示を付記する。 

5) 回転数 表示は定格回転数（33 1/3 r.p.m.，45 r.p.m.）又は呼び回転数（33 回転，45 回

転）のいずれかで行うこと。 

6) Ａ・Ｂ面表示 Ａ・Ｂ或いはサイド１・サイド２などと表示する。ただし，シングル盤につ

いては表示を省略してもよい。 

7) 録音使用許諾表示 一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）及び株式会社 NexTone
等の著作権管理事業者が管理する楽曲を用いる場合は，録音使用許諾契約に基づき,指定の

マークを表示する。その他の管理事業者の管理楽曲を用いる場合は，当該管理事業者の指示

によること。また，2 社以上の管理事業者の楽曲を用いる場合は，それぞれの指定のマーク

を表示すること。 

8) ○Ｐ ／○Ｃ 表示 ○Ｐ 表示は,実演家等保護条約及びレコード保護条約の規定に従い，ディスク

本体及び商品外観に“○Ｐ 記号”と“最初の発行年（西暦）”とを併記する。 

なお，“最初の発行年”が異なる音源が混在している作品が収録されている場合には，そ

れぞれの音源に対応するよう表示する。 

また, ○Ｃ 表示は,万国著作権条約の規定に従い，ディスク本体及び商品外観に “○Ｃ 記

号”，“最初の発行年（西暦）”,“権利者名”を近接した位置に併記する。 

○Ｐ 表示並びに○Ｃ 表示の表示例は以下の通り。 

    例１． ○Ｐ 2021 
    例２． This Compilation○Ｃ 2021 
    例３． ○Ｐ○Ｃ 2021 
    例４． ○Ｐ &○Ｃ 2021 〇〇〇CO., LTD 

9) 発売年月日 新譜として発売するときの年月日（定期発売年月日又は臨時発売年月日）を商

品外観に表示する。 

ただし，実演家等保護条約，レコード保護条約,WTO(4)のTRIPS協定(5)に基づき保護の対

象となる洋盤（外国原盤）の場合には，“世界最初の発売年月日”を併記する。 

   注(4) 世界貿易機構 

    (5) 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 

  a) 印刷の方法 

    活 字： 7級（5ポイント）を基準に明瞭な書体 

         例 ヘルベチカ・レギュラー7級（5ポイント） 

    枠  ： 文字の大きさに準じる 
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    印 刷： 白抜き又は墨のせ等，明瞭に閲覧可能なもの 

  b) 邦盤（国内原盤）の表示例 

                  21．3．21 

                       発売日 

                      発売月 

                     発売年（西暦年の下２桁） 

  c) 洋盤（外国原盤）の表示例 

   ① 保護対象商品の場合 

                            21. 3.21 (21. 3.1) 

             国内発売年月日          世界最初の発売年月日 

   ② その他商品の場合 

                            21. 3.21 

                       発売日 

                      発売月 

                     発売年（西暦年の下２桁） 

10) ○Ｌ ／○Ｙ 表示 邦盤（国内原盤）と洋盤（外国原盤）とを識別する記号は，邦盤は“○Ｌ ”，

洋盤は“○Ｙ ”とし，その大きさは直径約 2mm とする。 

   この記号は，“発売年月日”表示の右側に隣接して商品外観に明示する。 

 

  a) 邦盤（国内原盤）の表示例 

                           21. 3.21   ○Ｌ   

  b) 洋盤（外国原盤）の表示例 

                  21. 3.21 (21. 3.1)   ○Ｙ   

 

11) 貸与許諾禁止表示 貸与許諾禁止の識別記号は“○×”とし，その大きさは直径約 2mm とする。 

   この記号は，“発売年月日”，“○Ｌ ／○Ｙ ”表示の右側に隣接して明示する。 

   なお，最初に発売されてから1年経過後に同一内容の商品を再発売する場合は，貸与禁止 

許諾表示は行えない。 

   a) 邦盤（国内原盤）の表示例 

                  21. 3.21   ○Ｌ○× 

  b) 洋盤（外国原盤）の表示例 

                  21. 3.21 (21. 3.1)   ○Ｙ○× 

  c) 貸与権対象商品の表示例 

邦盤 ： 21.3.21 ○Ｌ○× 

洋盤 ： 21.3.21（21.3.1） ○Ｙ○× 

d) 報酬請求権対象商品の表示例 

邦盤 ： 21.3.21 ○Ｌ  

洋盤 ： 21.3.21（21.3.1） ○Ｙ  
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12) 無断賃貸・複製・送信可能化禁止表示 次に例示する方法によって，違法な“無断賃貸”，

“無断複製”及び“無断送信可能化”の行為を禁止していることを明示する。 

  a) 邦盤の一定期間貸与禁止商品の表示例 

“このレコードは，一定期間貸与非許諾商品ですが，この期間経過後も権利者の許諾な

く賃貸業に使用すること，また，個人的な範囲を超える使用目的で複製すること，ネッ

トワーク等を通じてこのレコードに収録された音を送信できる状態にすることは，著作

権法で禁じられています。” 

  b) その他商品の表示例 

例１.“このレコードは，権利者の許諾なく賃貸業に使用すること，また，個人的な範囲を

超える使用目的で複製すること，ネットワーク等を通じてこのレコードに収録された音

を送信できる状態にすることは，著作権法で禁じられています。” 

例２.“このレコードを，著作権法で認められている権利者の許諾を得ずに，①賃貸業に使

用すること，②個人的な範囲を超える使用目的で複製すること，③ネットワーク等を通

じてこのレコードに収録された音を送信できる状態にすることを禁じます。” 

例３.“ALL RIGHTS OF THE PRODUCER AND OF THE OWNER OF THE WORK REPRODUCED RESERVED. 

UNAUTHORIZED COPYING，HIRING，RENTING，PUBLIC PERFORMANCE，AND BROADCASTING OF 

THIS RECORDING PROHIBITED.” 

13) 原産国表示 当該アナログディスク及び資材がどこの国で製造されたか，その製造国名を表

示する。 

a）アナログディスクの原産国表示 当該アナログディスクがどこの国で製造されたか，そ

の製造国名を表示すること。 

なお，輸出を伴わない日本国内市場向の場合は，ディスク本体へ表示しなくても差し支え

ない。 

   日本製であることの表示例としては，次に示すものがある。 

   例１. MADE IN JAPAN 
   例２. MANUFACTURED BY ○○○NCO., LTD. JAPAN 
  ｂ）アナログディスク以外の原産国表示 ジャケット等の輸入資材が含まれる場合，資材の

製造国名を表示すること。 

   ジャケットが輸入資材であることの表示例は次に示すものがある。 

   例．PRINTED IN ○○○，DISC MADE IN JAPAN 
14) 商品番号 商品取引が円滑に行えるように，外観から明瞭，かつ，容易に読み取ることがで

きるように商品外観に表示するものとする。 

   このとき，活字の大きさは10級（7ポイント）以上とする。 

15) JANコード バーコードシンボル（POS用バーコード）は，販売店などにおけるPOSレジスタ

で確実に読み取ることができるように商品外観に表示する。 

デザインの都合上，キャップでバーコードシンボルが隠れてしまう場合には，タスキ又は
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キャップに表示しなければならない。 

   なお，バーコードシンボルは，JIS X 0507に準拠したものであること。 

16) 価  格 消費者が商品選択する際の重要な要素であるので，外観から明瞭，かつ，容易に

読み取ることができるように商品外観に表示するものとする。 

   このとき，活字の大きさは10級（7ポイント）以上の太字とする。 

a)  再販商品の参考例 

① 定価：￥3,300（税抜価格 ￥3,000） ○再 21.9.30まで 

② 定価：￥3,300（本体 ￥3,000） ○再 21.9.30まで 

③ 定価：￥3,300（本体 ￥3,000 税率10％） ○再 21.9.30まで 

b)  非再販商品の参考例 

① ￥3,300（税抜価格 ￥3,000） 

② ￥3,300（本体 ￥3,000） 

③ ￥3,300（本体 ￥3,000 税率10％） 

 

17) 再販価格適用期限 再販価格を表す記号は“○再 ”とし，その大きさは直径約 3mm とする。 

   この記号は,再販価格の適用期限を示す年月日（西暦）とを一体で商品外観に表示する。 

   “価格”の表示に近接した位置に表示すること。 

  a) 横表示の参考例 

   ① 定価：￥3,300（税抜価格 ￥3,000） ○再 21.9.30まで 

   ② 定価：￥3,300（本体 ￥3,000） ○再 21.9.30まで 

  b) 縦表示の参考例 

   ① 定価：￥3,300（税抜価格 ￥3,000）   ② 定価：￥3,300（本体 ￥3,000） 

     ○再 21.9.30まで               ○再 21.9.30まで 

 

18) 発売会社名又はその略号 ここでいう発売会社名の略号は，株式会社を“㈱”又は“Ｋ．

Ｋ．” と略したり，若しくは会社名を英文で表示する程度までをいう。 

   表示の例を，次に示す。 

  例１.  発売 ○○○株式会社 

  例２.  発売・販売 ○○○株式会社 

  例３.  Distributed by ○○○ Co., Ltd. Japan 
  例４.  ○○○ K.K. JAPAN 
19) 製造会社名又はその略号 ここでいう製造会社名の略号は，記号で表わしてもよい。 

20) 注意事項 消費者の不用意な取扱や保管による事故を防止するために必須の表示である。 

次に掲げる表示例を，9級（6ポイント）以上の活字を用いて表示する。 

  a) 取扱及び保管上の注意事項の表示例 

   ＜取扱及び保管上のご注意＞ 

   ●ディスクは両面共，指紋，汚れ，キズなどを付けないように取り扱ってください。 

   ●直射日光の当たる場所や高温・多湿の場所には保管しないでください。 
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   ●レコードをたくさん積み重ねたり，傾けて保管すると反りを生じることがあります。 

  b) 再生上の注意事項の表示例 

   ＜再生上のご注意＞ 

● 反ったレコードを再生したり，摩耗したレコード針を使用すると，針とびなどでレコー

ドに傷を付ける恐れがあります。 

21) 録音関係事項 次に例示するような場合には，その旨を適切な方法で表示する。 

  ①モノホニック録音の音源を技術的にステレオ化したとき。 

   例 “このレコードはモノ音源の原盤から技術的にステレオ化したものである。” 

  ②ＳＰレコードからの再録など古い音源を使用したとき。 

  ③コンサートなどの実況録音の音源を使用したとき。 

   例 “○○ライブ” 

  ④“演奏もの”や“カラオケ”などで，歌唱ものなどと誤認されるおそれのあるとき。 

  ⑤多数曲をメドレーに編曲した音源を使用したとき。 

  ⑥技術的事項を用いたキャッチフレーズ，マークの類を使用したとき。 

 

22) 容器包装識別表示 資源の有効利用促進法に基づく，再商品化義務のある紙製及びプラス

チック製容器包装を識別する表示である。本商品においては，外装フィルム等が対象となる。

表示の方法については，当協会の発行する“容器包装識別表示ガイドライン”によること。   

なお，下図にプラスチック製容器包装の識別マークを示す。 

 

プラスチック製容器包装識別マーク 

 

 

 

 

 

 

備考 法律の規定により，識別マークは高さ6mm以上で印刷すること。 

 

5. 表示の場所 表示の場所は，原則として表１～２のとおりとする。 

 なお，この規格で用いる附属品の呼称は，RIS 201による。 
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表１ 17センチレコードの表示場所 

 

表 示 項 目 

表 示 の 場 所 

本 体
ジャケット仕様 エンベロープ仕様 

ジャケット 歌詞カード エンベロープ 歌詞カード

1) レーベルマーク ◎ ◎   ◎ 

2) 収録内容 

アルバムタイトル ◎ ◎ ◎  ◎ 

トラックタイトル ◎ ◎ ◎  ◎ 

実演家名 ◎ ◎   ◎ 

3) トラックナンバ（ＴＮＯ） ◎ ◎ ◎  ◎ 

4) 録音方式又はその略号 ◎ ◎   ◎ 

5) 回転数 ◎ ◎   ◎ 

6) Ａ・Ｂ面表示 ◎     

7) 録音使用許諾表示       ※ ◎ ◎   ◎ 

8) ○Ｐ／○Ｃ 表示 ◎ ◎   ◎ 

9) 発売年月日  ◎   ◎ 

10) ○Ｌ／○Ｙ表示  ◎   ◎ 

11）貸与許諾禁止表示      ※  ◎   ◎ 

12）無断賃貸・複製・送信可能化禁止表示  ① ① ② ② 

13）原産国表示  ◎☆ ◎   ◎ 

14）商品番号 ◎   ◎1) ◎  ◎ 

15）ＪＡＮコ－ド  ◎   ◎ 

16）価  格    ◎2)   ◎ 

17）再販価格適用期限  ◎   ◎ 

18) 発売会社名又はその略号 ◎ ◎   ◎ 

19) 製造会社名又はその略号 ◎ ① ① ② ② 

20) 注意事項  ① ① ② ② 

21）録音関係事項        ※  ① ①  ◎ 

22）容器包装識別表示      △      

 備考 1. ◎印は，指定するそれぞれの場所に，必ず表示するもの。 

    2. ○印は，同一番号内において，指定の場所又はそのいずれかの場所に表示するもの。 

    3. ※印は，該当する場合についてのみ適用する。 

    4. ☆印は，輸出を伴わない日本国内市場向の場合は，表示しなくても差し支えない。 

    5. △印は，「容器包装識別表示ガイドライン」による。 
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表２ ２５・３０センチレコードの表示場所 

 

 

表 示 項 目 

表 示 の 場 所 

本 体 ジャケット 歌詞カード 
タスキ又は
キャップ 

1) レーベルマーク ◎ ◎  ◎ 

2) 収録内容 

アルバムタイトル ◎ ◎ ◎ ◎ 

トラックタイトル ◎ ◎ ◎ ◎ 

実演家名 ◎ ◎  ◎ 

3) トラックナンバ（ＴＮＯ） ◎ ◎ ◎ ◎ 

4) 録音方式又はその略号 ◎ ◎  ◎ 

5) 回転数 ◎ ◎  ◎ 

6) Ａ・Ｂ面表示 ◎    

7) 録音使用許諾表示      ※ ◎ ① ① ① 

8) ○Ｐ／○Ｃ 表示 ◎ ◎   

9) 発売年月日  ◎  ◎ 

10) ○Ｌ／○Ｙ表示  ◎   

11）貸与許諾禁止表示       ※  ◎   

12）無断賃貸・複製・送信可能化禁止表示  ◎   

13）原産国表示  ◎☆ ①  ① 

14）商品番号 ◎  ◎1) ◎ ◎ 

15）ＪＡＮコ－ド  ①  ① 

16）価  格   ◎2)  ◎ 

17）再販価格適用期限  ◎  ◎ 

18) 発売会社名又はその略号 ◎ ◎  ◎ 

19) 製造会社名又はその略号 ◎    

20) 注意事項  ① ① ① 

21) 録音関係事項       ※  ① ◎ ① 

22) 容器包装識別表示     △     

 備考 1. ◎印は，指定するそれぞれの場所に，必ず表示するもの。 

    2. ○印は，同一番号内において，指定の場所又はそのいずれかの場所に表示するもの。 

    3. ※印は，該当する場合についてのみ適用する。 

    4. ☆印は，輸出を伴わない日本国内市場向の場合は，表示しなくても差し支えない。 

    5. タスキ又はキャップの代わりにステッカなどを用いる場合は，タスキ又はキャップ 

の欄を準用する。 

    6．△印は，「容器包装識別表示ガイドライン」による。 
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6. ジャケット背部の表示 30センチ用ジャケット背部へのタイトル，商品番号などの表

示は，原則として図１のとおりとする。 

 

 

図１ 表示の位置及び寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品番号 タイトル 

20 

65 

ジャケット上部方向 

単位：mm

商品番号など 

20 
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アナログディスクレコードの表示事項及び表示方法 解説 

 

1. 規格制定・改正の趣旨及び経緯 

1.1  制定の趣旨 レコードに関する表示には，消費者とのコミュニケーションに必要な様々な

表示のほか，レコード製作者及び関係権利者の権益を擁護するための著作権法，著作権及び著作

隣接権に関する国際条約に基づく表示，景品表示法に基づく表示，更にはレコード会社としての

円滑な業務遂行に必要な表示など，多種多様な表示事項があるが，これらの表示事項に不備・脱

落などがあった場合には，消費者の苦情の対象になるばかりでなく，レコード製作者及び関係権

利者の権益を損なったり，或いはレコード会社としての業務遂行に支障を来したりする。 

 このため，ディスクレコードに対する表示事項と表示方法を規格化し，関係部門への趣旨の徹

底と関係業務の円滑化を図った（1975年 10月）。 

1.2 前回までの改正の経緯  この規格は1981年，1999年，2019年の3回にわたり改正が行われ

た。 

第１回（1981年）の改正は，消費者保護関係項目の整備・拡充を主目的としてディスクレコード

のJIS改正が行われ，表示事項が大幅に改定されたため，消費者苦情の動向及び各社の実情を調

査して，ディスクレコードのJIS（JIS S 8601-1981）との調整を図ったものである。 

第２回（1999年）の改正では，1997年に改正したオーディオCDの表示規格（RIS 204）と整合性

を持たせるために，消費税率の変更と海賊盤などの違法行為に適切に対応するために関係項目の

整備に主眼を置き，かつ，消費者に対してより判り易い表示の内容・方法に改めるべく，規格書

の体裁を含め，規格全体の見直しを行った。 

また，従来の規格書標題は“ディスクレコード”の名称を用いてきたが，ディジタル・ディスク

である“オーディオCD”と区別するために，当時の改正において標題を“アナログディスクレ

コードの表示事項及び表示方法”と改め，この規格の対象を明確にした。 

なお，アナログディスクレコードのJIS（JIS S 8601）は，1994年 9月1日付で廃止されているた

め，JISマークなどのJIS関係項目は，1999年の改正で削除し，アナログディスクレコードの製造

に際しては，IEC 60098（アナログディスクレコード及び再生装置）に準拠することとした。 

第３回（2019年）の改正は，第２回（1999年）の改正から20年が経過していることから，価格表

示例及び再販価格適用期限参考例の追加など現況に則した規格にすべく，併せて改訂作業を行っ

たオーディオCDの表示規格（RIS204）などとも整合性を持たせるために，規格書の体裁を含めた

規格全体の見直しを行った。  

1.3 今回（2021年）改正の趣旨 今回の改正では，2021年3月31日をもって消費税転嫁対策特別

措置法が失効し，4 月1 日以降は消費税額も含めた総額表示が義務化されるため，価格表示の参

考例等関係項目を総額（税込価格）表示に変更する部分改正を行った。 

2. 規格運用に際しての留意点 この規格では，アナログディスクレコード（以下，アナログ

ディスクと略称する。）に必要とされる基本的な表示事項と，これに対する原則的な表示方法を

規定している。 
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 したがって，この運用に際しては，この規格を参考に社内規定類を整備するなど，それぞれの

社内の実情に則した具体的な運用ルールを定め，消費者の保護や権利の擁護などに不備が生じな

いよう社内関係部門への趣旨の徹底を図られることが望ましい。 

以下に，従来からの経緯を含め，その主な留意点について補足説明する。 

 

2.1 適用範囲（本体の 1.） この規格では，一般市販用アナログディスクを対象としているが，

海外で製造された輸入盤のほか，通販用又は特販用として供給するアナログディスクについても，

この規格を参考に適切に対処されることが望ましい。 

 なお，この規格では，“ 2.”として“引用規格”の項目を設けた。 

2.2 表示事項及び内容（本体の 3.） ここでは，アナログディスクに表示されるべき基本的な

項目を掲げてある。 

 したがって，収録される作品の種類・内容などによっては表示を必要としない項目もある。ま

た，関係権利者との契約或いは自らの判断で規定項目以外を表示することは何ら差し支えない。 

2.3 表示の方法（本体の4.） ここでは，原則的な表示の方法を示してあるので，それぞれの

実態に則して適切に対処されたい。 

 特に，これらの表示項目は，明瞭に読み取れることが必要要件である。このため,印刷に際し

ては,表示項目と絵柄との明瞭度が十分に確保されるよう配慮されたい。 

1) レーベルマーク レーベルマークは，それぞれの企業やアーティストなどを端的に表す重要

な表示であるので，それぞれの社内規定や関係権利者との契約などに基づいて，適切に表示

されたい。 

2) 収録内容 1999年の改正から “録音内容”を“収録内容”と改めた。 

この収録内容の表示は，消費者が外観から収録されている音楽などの内容を容易に知るこ

とができるよう，できるだけ詳細に行う必要がある。 

なお，一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）及び株式会社NexTone等の著作権管

理事業者との録音使用許諾契約に，具体的な定めがある場合は，これに準拠することとした。 

また，2001年10月1日から施行された著作権等管理事業法によって，JASRAC 以外の法人

の著作権等管理事業への参入が可能となったため，2019年の改正より「株式会社NexTone等
の著作権管理事業者」という文言を加えた。 

3) トラックナンバ トラックナンバ（TNO）の表示は，オーディオ CD やオーディオカセット

テープの表示にも規定されているため，2019 年の改正より新規で追加された。 

この表示は，本体，ジャケット，歌詞カードなどに記載されているトラックタイトル

（個々の曲名）の頭部分に収録順序に従って，次のように表示するのが一般的である。 

  記載例  １ ○○○ 

       ２ □□□ 

       ３ △△△ 

また，ディスクが2枚以上にわたる“組物”の場合には，オーディオCDやオーディオカセッ

トテープの規格と同じ方法を採用し,ディスクごとに1番から付番する方法を採用している。 

4）録音方式又はその略号 モノホニック録音とステレオホニック録音の識別の表示は，従来の
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アナログディスクのJIS（S 8601）では“モノの表示は省略してもよい”こととされていたが，

日本工業標準調査会家庭電器部会でのJIS原案審議の際，“表示の省略は消費者保護行政上好ま

しくない”との指摘があったため，1979年制定のテープレコードJIS（S 8603,S 8604）から

“モノ”と“ステレオ”の識別を明確に行うことになったので，この規格でもこの規定を採用

している。  

また，“モノ”と“ステレオ”の音源が混在しているときは両方式名を併記し，ジャケット

などに記載の個々の曲名のうち，“モノ”又は“ステレオ”いずれか少ない方の作品に“＊”

などを付け，“＊印はモノ（又はステレオ）である”旨を記すなどの方法によって，消費者が

外観から容易に識別できるよう表示することにしている。 

なお，IEC規格でいう録音方式を表す記号は，次のとおりである。 

解説表 IEC規格の表示記号 
録音方式名 表示記号 

ステレオホニック  

モノホニック ▽ 

5) 回転数 回転数の表示は，定格回転数（33 1/3 r.p.m.，45r.p.m.）又は呼び回転数（33回  

転，45回転 ）のいずれかで表示する。 

6） Ａ・Ｂ面表示 Ａ・Ｂ面表示は，アナログディスクのＡ面・Ｂ面を識別するための表示であ

るが，シングル盤ではＡ面・Ｂ面の区別がないものもあるので， この場合には表示を省略

してもよいことにしている。 

なお，２枚以上の組物の場合の表示は，Ａ・Ｂ記号（又は1. 2の番号）の繰り返しではな

く，演奏順序に従い1，2，3，4……と通し番号で表示することが望ましい。 

7)  録音使用許諾表示 一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）の管理楽曲を使用する場合

は，録音使用許諾契約によって，義務付けられている指定マーク（通称“JASRACマーク”）

を表示する。また，株式会社 NexTone 等の著作権管理事業者の管理楽曲を使用する場合も，

その指示に従う必要がある。 

8)  ○Ｐ ／○Ｃ 表示 ○Ｐ 表示は，実演家等保護条約及びレコード保護条約に加盟している国のうち，

方式主義を採用している国において，レコード会社の権利が保護される要件であり，レコー

ド会社自らの権利を主張するためのものである。 

しかしながら，一部に不適切な表示があり，権利保護上問題が生じた事例があったことか

ら，1999年の改正において，○Ｐ 表示は“最初の発行年が異なる音源が混在している場合に

は，それぞれの音源に対応するよう表示する”との規定を加えた。 

一方，万国著作権条約の規定に基づく条約上の保護を受けるためには， ○Ｃ 表示の実行が

要件となっているので，関係権利者の保護のために，できる限り当表示を実施することが望

ましい。 

この場合の表示には，“○Ｃ 記号”，“権利者名”，“最初の発行年”を近接した位置に

併記する。 

9)  発売年月日 商品に発売年月日を表示することは当然のことであり，かつ，レコードの場合
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は種々の権利擁護としても必要な表示である。 

特に，洋盤（外国原盤）の場合には，実演家等保護条約，レコ－ド保護条約及びWTOの

TRIPS協定に基づく保護を受けるために必要なため，オーディオCDの表示規格（RIS 204）

では，1992年の改正から“保護の対象になる洋盤”には“世界最初の発売年月日”を併記す

る規定を加えたため，この規格でも採用した。 

印刷する活字の大きさについては，従来は“10級（7ポイント）以上”としていたが，

2019年の改正で実態に則した大きさへと修正し，“7級（5ポイント）を基準とする”と改め

た。また，枠や印刷方法についても現状へ即した内容へ改めた。なお,この“世界最初の発

売年月日”については,無方式主義を採用している国で発行された古い音源などの場合には,

“発売日”までを特定することが困難なケースもあり得るので,それぞれの実情に則した社

内の運用ルールを定めるなどして,適切に対処されたい。 

10)  ○Ｌ ／○Ｙ 表示 “○Ｌ ”と“○Ｙ ”の識別は，邦盤（国内原盤）と洋盤（外国原盤）とでは貸    

与権の運用が異なるため，両者を識別するために重要な表示である。 

11)  貸与許諾禁止表示 この表示は，貸与権に基づき，貸与許諾を禁止するものに限り明示す  

るものである。 

オーディオCDの表示規格では，1992年の改正から貸与権行使に関する運用ルールの改正に

伴い，貸与許諾禁止は“○×”記号で表し，この記号を“○Ｌ ／○Ｙ ”記号と共に“発売年月日”

に隣接して記載しているため，この規格でも，これを採用した。 

また，アナログディスクの保護期間は発売の翌年から70年であり，収録原盤の全てについ

て保護期間の満了したアナログディスクはレンタルルールにおける使用料徴収の対象外とな

るため,2019年の改正において規定を部分改正し，表示例を追加した。 

12) 無断賃貸・複製・送信可能化禁止表示 この表示は，違法な“無断賃貸”，“無断複製”及

び“送信可能化”の行為を禁止するためものであるので，レコード会社及び関係権利者の権

利擁護のために本文に掲げる表示例を参考に適切に表示されたい。 

なお，1999年の改正時に，著作権法の改正による1998年 1月 1日からの“送信可能化権”

の導入に対応して当時の著作権部会が研究した表示例を掲げてあるので，ここの中から適宜

選択して採用されたい。 

13) 原産国表示 この表示は，消費者保護行政の一環として“景品表示法”で規定されているも

のであり，適切な表示が必要である。 

なお，1998年に公正取引委員会に確認したところ，日本の法律（景品表示法４条の公正取

引委員会指定運用解釈）では，原産国表示は「CDをプレスした国を消費者が外から見えると

ころ（ジャケットなど）に表示する」となっており，ディスク本体への表示は義務づけてい

ないことが判明した。このため，CDでは，“ディスク本体”の表示は必須（◎）としないこ

ととした。ただし，外国で販売する場合には，その国の法律によることから，注意を喚起す

るために，表示場所の“ディスク本体”の“◎”は残し，“☆”をつけ欄外の備考で，この

旨を説明している。このため，1999年の改正から，これを採用した。 

また，ジャケット等，ディスク以外の輸入資材が含まれる場合についても輸入資材の原産

国を表示することが望ましいことから，2019年の改正にて規定及び表示例を追加した。 
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14) 商品番号 商品番号（日用品番）は，商品を特定するための記号・番号であり，通常の取引

ではこの商品番号が用いられる。このため，この商品番号を適切に運用するにはレコード業

界としての統一したルールが必要なことから，RIS 502が制定されている。 

また，この商品番号は，外観から明瞭,かつ,容易に読み取れることが必要要件であるので，

1999年の改正から，“10級（7ポイント）以上の活字”を用いることとした。 

なお，この商品番号は，製造工程の管理にも用いられるので，ディスク本体のほか，ジャ

ケット，エンベロープ，歌詞カード，タスキなど，すべての添付物にも表示が必要である。 

15) JAN コ－ド バ－コ－ドシンボル（POS用バーコード）は，販売店などにおける POSレジスタ

で確実に読み取れることが絶対の要件である。 

16) 価  格 CD の表示規格では，従来の小売価格の表示は，消費税導入に伴う“表示カルテル”

によって“税込定価”と“税抜価格（本体価格）”とを併記してきた。更に時限再販制度の

導入に際しての公正取引委員会からの指導によって，1993年 1月以降に発売する再販対象商

品から“再販価格”，“税抜価格”及び“再販価格適用期限”を併記することになったので，

その表示方法についての具体的な表示例を示して，表示の徹底を図ってきた。 

しかし，1997年 4月 1日からの消費税率の変更に際しては，“表示カルテル”が認められ

ないため，1999年の改正では具体的な“表示例”は削除した。 

その後，2001 年 3月にレコードの再販制度を当面存置するとの決定があり，公正取引委員

会から，価格表示の見直し等の要請があったので，当協会から，「再販価格適用期限を定価

の表示に近接した位置に表示する。」と回答した。また，公正取引委員会から，この規格に，

非再販商品の価格表示方法は，流通・取引慣行ガイドラインの趣旨に沿って“希望小売価

格”，“売価”，“標準価格”等を使用した価格表示例を表示すること，及び再販商品の価

格表示の推奨例を併せて記載しても構わないとの指導があった。 

また2019年の改正にて，参考例の改正を行った。2014年に消費税が8%へ，2019年10月に

10％と変更されたが，オーディオCD等は商品製造時点で本体に価格が印字されているという

特性上，短期間に予定されている税率引き上げの都度，表示価格の改定を行うためには莫大

なコストと日数を要することから，2013年10月1日に施行された「消費税転嫁対策特別措置

法」における総額表示義務の特例として，一定の措置を講じていれば税抜き価格表示が可能

となった。これにより，“a) 再販商品の参考例”及び“b) 非再販商品の参考例”を税抜き

価格へ変更する部分改正を行った。  

そして，今回（2021年）の改正にて価格表示例を総額（税込価格）表示に変更する部分改

正を行った。2021 年 3 月 31 日をもって消費税転嫁対策特別措置法が失効し，4 月 1 日以降

は消費税額を含めた総額表示が義務化されたため，“a) 再販商品の参考例”及び“b) 非再

販商品の参考例”を税込価格へ変更する部分改正を行った。 

17) 再販価格適用期限 この表示は，1992年の改正では“○再 ”記号と“税込価格”とを一体で表

すことにしたが，1997年の改正では表示の明確化のため，“○再 ”記号と“再販価格適用期限

（年月日）”とを一体で表し，“発売年月日”と近接した位置に表示することにしていた。 

そして2019年の改正にて，「16) 価 格」に示すとおり，公正取引委員会からの，価格表

示の見直し等の要請を踏まえ，“再販価格適用期限”を表示価格に近接した位置に表示する
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と変更し，“横表示の参考例”及び“縦表示の参考例”の価格表示例を掲載する部分改正を

行った。 

なお，「16)価 格」に示すとおり，2021年5月1日付で“a) 横表示の参考例”及び“b) 

縦表示の参考例”における価格表示を税込価格に変更した。 

18) 発売会社名又はその略号 自己の発売する商品に自社名を表示することは当然のことではあ

るが，一部に不明確なものが流通したために消費者保護行政上からも問題指摘があり，レ

コード関係JISでもこの表示が義務付けられているため，適切な表示に留意されたい。 

19) 製造会社名又はその略号 この表示についても，消費者保護行政上から問題の指摘があった

が，レコード商品の特質から，この表示の徹底が困難なため，略号（記号）で表示してもよ

いこととなった。 

この表示は，製造会社が実施するものであり，略号（記号）で表示する場合には，その具 

体的な運用方法について社内規定類で定めておくことが望ましい。 

20) 注意事項 この表示は，すべての消費者が正しい商品知識を持っているとは限らないために，

消費者の不用意な取り扱いや保管による事故を防止するために必須のものである。 

このため，消費者保護行政上から一般消費財関係のJISでは，この表示の実施が義務付け

られている。 

1999年の改正では，製造物責任法（PL法）の精神に則った消費者保護対策の徹底を図るた

めに作成した“レコードの表示に関するガイドライン”（1995年 6月制定）から，関連する

事項を採用している。 

21) 録音関係事項 録音関係事項とは，主にディスクに収録されている作品の内容について，消

費者の誤解・誤認を防止するためのものである。 

この規格では，関係官庁・消費者保護団体などから要請された事項，消費者保護の観点か

ら業界内で自主的に表示を申し合わせた事項を掲げてある。 

① モノホニック録音の音源を技術的にステレオ化したときの表示については，先に公正取引

委員会から消費者保護の観点から，統一用語の採用を要請されていたので，関係会議で検

討した結果，海外契約先のレコード会社でも種々の用語が使用されており，契約上統一用

語の採用は困難な状況が判明した。 

このため，下記に例示するような表示を行うことを申し合わせ，公正取引委員会の了解

を得ている。 

“このレコードは，モノ録音の原盤から技術的にステレオ化したものである。” 

② 過去の名演奏家の演奏或いは歴史的な事件・演述など，いわゆる復刻盤は，芸術的・文化

的な価値を持つものとして歓迎されている。 

しかし他方では，これら古い音源を使用したものは，現在の品質水準からみて製造ミス

と誤解されたり，新録音と誤認して購入したなどの苦情の対象となる事例があったため，

ＳＰレコ－ドからの再録など古い音源を使用したときは，この旨識別できる適切な表示を

行うこととしている。 

なお，マスタテープに含まれている会場雑音・演奏雑音などは，製造工程上発生するも

のではなく，かつ，演奏家など関係スタッフ一同が鑑賞上支障がないと判断したものであ
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るが，この種の雑音でも苦情の対象となることがある。このため，予め消費者の苦情の対

象になる恐れがあると判断されるものについては，適当な表示又は記述を付すことが望ま

しい。 

③ 通常のレコード録音においては，専用の録音スタジオ或いはコンサートホールなどを使用

して特別に録音することが多く，一般にもそのように理解されている場合が多い。 

このため，コンサ－トなどの実演を録音した音源を使用しているときは，“○○○ライ

ブ”の如く実況録音であることが識別できる表示を行うことにしている。 

④ ボーカル曲を編曲した“演奏もの”や“カラオケ”などの場合，これに歌手名を冠したり，

歌手の顔写真を用いたりすると，消費者は当該歌手が歌唱したものと誤認して購入する恐

れがあるため，“演奏もの”又は“カラオケ”であることが識別できる表示を行うことと

している。 

⑤ 多数曲をメドレ－に編曲した音源を使用した場合，単に収録曲名のみの表示では各曲が完

全な形で録音されていると誤解されるため，“メドレー”であることが識別できる表示を

行うことにしている。 

⑥ レコードの技術・品質に関する表示を行う場合には，次の取扱基準によることにしている。 

a) 技術的事項を用いたキャッチフレ－ズ，マ－クの類を表示する場合，又は広告表現に使

用する場合には，その表現が誇大にならないよう十分に留意すること。 

b) キャッチフレ－ズ，マ－クの類を表示する場合には，必ずそのレコードの優位性につい

て，技術的な解説を解説書などに記載すること。 

c) 技術的な解説を記述するときは，一般消費者がその内容を十分に理解できるよう，でき

るだけ客観的データを示し，かつ，文章表現が誇大にならないよう留意すること。 

22) 容器包装識別表示 これは，容器包装リサイクル法の再商品化義務の対象となる紙製及びプ

ラスチック製容器包装であることを識別する表示であり，2019年の改正から追加した。2001

年4月から施行された資源の有効利用促進法により，表示が義務付けられており，罰則規定

もあるので，注意が必要である。 
なお，具体的な表示方法は，当協会発行の「容器包装識別表示ガイドライン」によること

にした。 

2.4  表示の場所（本体の 5.） この規格では，表１～２においてアナログディスクに用いら

れる代表的なパッケージの形態別に最低限必要な表示の場所を規定しているので，その他のパッ

ケージを使用するときは，この規定を準用して適切に表示されたい。 

なお，1999年の改正では,表を“１７センチレコード”と“２５・３０センチレコード”の２

つに分け，さらに，“１７センチレコード”では“ジャケット仕様”と“エンベロープ仕様”の

２つの仕様に分けて，必要項目の表示位置を明確化した。 

また，表２“２５・３０センチレコードの表示場所”の“タスキ又はキャップ”において，現

状では，“タスキ又はキャップ”の代わりに“ステッカ”を用いる場合が多いため，欄外の備考

に，ステッカを用いる場合は，タスキ又はキャップの欄を準用する旨を追加した。 

2019年の改正では，「2)収録内容」をオーディオCDの表示規格（RIS 204）に準拠し，表１

“１７センチレコードの表示場所”及び表２“２５・３０センチレコードの表示場所”に新たに
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「アルバムタイトル」「トラックタイトル」「実演家名」の項目を設け，更に「3)トラックナン

バ」の項目も追記し，必須（◎）表示を整理した。 

また表１では，「7)録音使用許諾表示」「8)○Ｐ ／○Ｃ 表示」「9)発売年月日」「10)○Ｌ ／○Ｙ 表

示」「11)貸与許諾禁止表示」について，表２では，「5）回転数」「10)○Ｌ ／○Ｙ 表示」「11)貸

与許諾禁止表示」の“ジャケット”において，表示を必須（◎）とした。 

2.5  ジャケット背部の表示（本体の6.） ジャケット背部の表示の規定は，各社のアナログ

ディスクが混在する販売店の在庫管理及び消費者のコレクション整理等の便宜を考慮して，ジャ

ケット及び附属品（RIS201-1974）で規定していたものであるが，表示に関する規格は，この規

格に一本化することが合理的であるとの判断から，1981年の改正からこの規格に加えたものであ

る。 
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3. 原案作成委員会 この規格の改正原案の作成は，情報・技術連絡会に特設したRIS規格原案

作成WGが担当した。 

 

RIS規格原案作成WG 構成表 

 

       氏   名         所     属 

（幹 事） 斉 藤   徹  日本コロムビア株式会社 A＆C本部 スタジオ技術部 

（委 員） 野 手 英 恵  日本コロムビア株式会社 生産管理部 

      岩 持 和 宏  株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント  

制作管理部 

      菊 地 健 司  JVCネットワークス株式会社 コンテンツコーディネート事業部 

      平 野   拓  キングレコード株式会社  

ライツビジネス本部 デジタルビジネス部 

      高 橋 邦 明  株式会社キング関口台スタジオ 

      高 木   忠  ユニバーサル ミュージック合同会社 編成業務管理本部  

      芳 賀 祐 美  ユニバーサル ミュージック合同会社 製作進行管理部 

      武 田 祐 司  日本クラウン株式会社 業務本部 商品管理部 

      川 村   聡  日本クラウン株式会社 制作宣伝管理部 

      土 屋 智 明  株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ  

管理本部業務部商品課 

      鳥 越 久実子  株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ  

パッケージメディアカンパニー 

      長 嶋 由佳里  株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ 

パッケージソリューションカンパニーSMEGオフィス  

SMEルーム 

戸 村 昌 一  株式会社ポニーキャニオン 生産管理部 

      森   靖 之  株式会社ワーナーミュージック・ジャパン  

業務部 進行・Visionグループ 

      石 田 昌 也  エイベックス・エンタテインメント株式会社  

商品管理ユニット 

      佐 多 美 保  株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ  

制作宣伝グループ 

（事務局） 丹 野 祐 子  一般社団法人日本レコード協会 企画・広報部 

米 内 友 伸  一般社団法人日本レコード協会 企画・広報部  

      金 澤 春 花  一般社団法人日本レコード協会 企画・広報部 

      島 野 玲 那  一般社団法人日本レコード協会 企画・広報部 

 


